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令和７年１２月 

 

    恵庭市通年雇用促進協議会 
 

 
 

 

 

技能習得で季節労働者の通年雇用化を支援します 
 

通年雇用促進支援事業に参加して、企業から求められる人財になろう 

●フラワーアレンジメント講習の対象となる方☆ 

●季節労働で働く受給者とは？ 

恵庭市内の在住する、令和７年度以内に雇用保険短期雇用特例被保険者（４０日一括給付） 

である、または、あった方。（詳しくは協議会までお問い合わせ下さい。） 

 
令和８年１月２９日実施演習サンプル 



受講を希望される皆様へ 

受講に際してのお願い（注意説明）         令和７年１２月 

恵庭市通年雇用促進協議会 

【フラワーアレンジメント講習】 

このたびは当協議会主催の「フラワーアレンジメント講習」の受講申し込みをいただきま

して、誠にありがとうございます。生花に脱色・着色・乾燥などの加工を施したプリザーブ

ドフラワーを使用します。今回の講習ではギフトでも人気のアレンジメント製作を経験しな

がら、季節労働者の技能習得と転職支援を目的に実施します。 

 

１ フラワーアレンジメント講習の日程及び場所              
 

講習名 実施日 時間帯 実施場所 講師 定員 持参するもの 

 

はじめての

プリザード

ブフラワー 

 

令和８年 

１月２９日 

（木） 

  １０：００ 

～１２：３０ 

 (１５０分) 

えにあす 

会議室４ 

 

恵庭市緑町 

２丁目 1-1 

フラワースタジオ 

リビングカラーズ 

主宰 

コノリー麻紀さん 

１５名 

・筆記用具 

・クラフトはさみ or 

キッチンはさみ 

・ポケットテッシュ 

・作品持ち帰り用の袋（ショッ

ピングバック、またはレジ袋等） 

 

※ 予定時間より早く終了することもあります。 

カリキュラム内容、時間に変更があった場合はご容赦願います 

 

２ フラワーアレンジメント講習のカリキュラム内容                 
  

（１） 講習のカリキュラム内容と時間帯 

フラワーアレンジメント（第１回）   令和８年 １月２９日（木）１０：００～１２：３０ 

時間帯 カリキュラム内容 

   １０：００～１０：０５ 開会・注意説明・講師紹介 

技能講習 

はじめてのプリザーブドフラワー 

１０：０５～１２：３０ 

(うち休憩１回) 

① フラワーアレンジメントについて 

② アレンジのデザインについて 

③ ワイヤリングなどのテクニックについて 

④ 花業界への転職、資格取得について 

⑤ まとめ、質疑応答 

 

（２）  講師のご紹介 

【講 師】フラワースタジオ 

リビングカラーズ  

主宰 コノリー麻紀 さん（恵庭在住） 

 

 

 

 

  

☜ 令和７年度の製作イメージです 



３ フラワーアレンジメント講習受講に係る注意事項（重要）              
 

（１） フラワーアレンジメント講習の定員 

講習は作業テーブル毎に１グループ３名、５ユニット合計１５名で演習を行います 
 

（２） フラワーアレンジメント講習の無断欠席禁止及び事前のキャンセル手続き 

フラワーアレンジメント講習の無断欠席は禁止とします。教材確保や講習当日の 

チーム編成等に支障を来しますので、ご理解の程よろしくお願いします。なお、諸 

般の事情でやむを得ず欠席する場合は、電話にて協議会まで連絡願います 
 

（３） 講習で受講者が持参するもの  

① 筆記用具       

② 刃の頑丈なはさみ（細いワイヤーを切ります） 

（花切りばさみ、キッチンばさみ、クラフトチョキ等）      

③ ポケットテッシュ１つ 

④ 作品持ち帰り用の袋 

（Ｌサイズレジ袋大の手さげ紙袋等） 
 

（４） 喫煙場所・ドリンク等の購入について 

① 飲料の購入場所 

えにあす１階にコンビニエンスストアが併設されていますのでご利用下さい。 

② 喫煙所の場所 

館内全面禁煙です 

③  ゴミ持ち帰りの協力 

講習会場に持ち込んだゴミやペットボトルは各自お持ち帰り下さい 
 

（５） 季節労働者向けビジネス英会話（初級編）の参加について 

プリザーブドフラワー講習受講者のうち、スマートフォンビジネス活用セミナー 

（プリザーブドフラワー講習終了後、１３：３０から同会場で実施します）に参加 

ご希望の方は協議会事務局までご連絡下さい 
 

（６） 昼食場所について 

午後開始の季節労働者向けビジネス英会話（初級編）に参加予定の方は、昼食場所 

に１階テラスをご利用下さい。（コンビニエンスストアが併設されています） 

詳しくは協議会事務局までお尋ね下さい 
 

（７）その他注意事項 

    演習では手元の細やかな作業が行われます。ビデオ撮影によってコノリー講師の手 

先の影像をリアルタイムでスクリーンに拡大映写をしますので、座席が離れていても 

安心して受講できます 
    

（８） フラワーアレンジメント講習の個別レッスンについて（有料） 

    後日、個別レッスンを希望される方は、コノリー麻紀講師におたずね下さい 

 



４ えにあすへのアクセス（マップ）                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 新型コロナウイルス感染症感染防止の対応（重要）               

 

当協議会では新型コロナウイルス感染症等感染防止策として以下のとおり対応します 
 

（１） 講習当日、体調不良（発熱、風邪の症状、その他）の方は受講をお控え願います。 

事務局までご連絡願います 
 

（２） マスクのご着用はご本人の判断とさせて頂きますが、当日の感染状況如何では、 

   受講者及び運営スタッフのマスク着用、手指の消毒等をお願いすることがあります 

 

（３） マスクをお求めの方は、事務局までお申し出下さい。マスクを支給します。 

 

                                 以 上 

お問い合わせ・詳しいことは 
恵庭市経済部商工労働課内 (新庁舎３階) ３９番カウンター近く 

恵庭市通年雇用促進協議会 まで 

電話：(0123)33‐3131(内線 3334)  FAX：(0123)33-3137) 

E-Mail：eniwa-kisetsu@amail.plala.or.jp  ＵＲＬ：http://www.eniwa-kisetsu.org/ 
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